
新たに知事監視製品に指定したもの

知事監視製品 73製品 ※詳細は別添のとおり

　　※知事監視製品総指定数（令和2年11月10日時点）

県民の皆様へ

知事監視製品とは

※主な規制の概要

※1　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例

※2　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例第11条第1項

令和 2年 11月 10日
記 者 発 表

知事監視製品の新規指定をします

　11月10日、「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例※1」第11条第1項※2の規定に基づき、下
記危険ドラッグを新たに「知事監視製品」に指定しました。
　「知事監視製品」に指定された製品は、購入する際に誓約書の提出などが必要です。

知事監視製品
現在の指定数 2258製品
今までの指定数 2442製品

　お香などと称し身体に使用しないものとして販売されているが、興奮、幻覚、陶酔等の作用を及ぼす
ことがインターネットのホームページに掲載されるなど、その製品の用途及び使用方法に反して、身体
に使用されるおそれがあるもの

購
入
者

○購入時の誓約書の提出
　　（提出先）
　　　　県内店舗で購入→販売業者
　　　　県外店舗・インターネットで購入→知事 違反者に「警告」

警告に従わない者に
「過料５万円以下」

○誓約書・説明書の内容遵守

販
売
業
者

○販売業の届出 違反者に「警告」
　　　　　　↓
警告に従わない者に、
「販売等中止命令」

命令に違反した者に
「罰金２０万円以下」

○販売時の使用方法等の説明・説明書の交付

○販売時の誓約書の受取 　

　薬物の濫用から県民の皆様の健康と安全を守るとともに、県民が平穏にかつ安心して暮らすことがで
きる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成２４年１２月２８日に制定された。

　知事は、第2条第7号に掲げる薬物のうち、その名称、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方
法、広告その他の情報から、その用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、摂取その他の方法により
身体に使用されるおそれがあると認めるものを知事監視製品として指定することができる。

問い合わせ先

担当課 薬務課

担当者 辻、橋本
ＴＥＬ：０７３－４４１－２６６３

「危険ドラッグ」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異
常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。
けっして身体に摂取又は使用しないでください。
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Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真を付して、「秋の
secret(内緒)リキッド」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「鬼舐
め」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「BOLT」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「スー
パー肉便器」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、
「BRAZIL」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真を付して、
「CANDY(キャンディー)」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「GOLDEN」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真を付して、「NEON(ネ
オン)」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真を付して、
「INDESENT」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「Maximum
Gay Liquid(マキシマム ゲイ リ
キッド)」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「オス
潮吹き」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「タチ
狂」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、
「Hammer Sex」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Butterfly Ecstasy」と表
示のある製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「前立
腺MAX」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「淫乱
ケツマンコ2」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、「昇
天」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Lesbian DEVIL KISS」と表
示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「5-
MeO-DMT_DsKxy」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「拘束
ギメ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、
「Nonstop Wave」と表示のある製
品であって、その内容物が固形
状のもの。

　次の写真に示すとおり、
「DROP OFF PINK GRADE」と
表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「KAMUI」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Bump Dash」と表示のある製品
であって、その内容物が固体の
もの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、
「DIADORA」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「BLACK TWIST X cution」と表
示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「OVER
RUN CUSTOM」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「HYPER FLYING NIGHT」と表
示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、「Brain
Dope」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固形状のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「magical trigger」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Pussy Punisher」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「HOT
Breez」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「se
mouiller」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「MODE
CHAOS」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「nymphomaniac」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ULTIMATE NEO SEXIM」と表
示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真に示すとおり、「THE
HAZARD」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真を付して、「激凄」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Scream」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真を付して、
「SOUTHERN CROSS」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が粉末のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、
「VIBRATION」と表示のある製
品であって、その内容物が固体
のもの。

　次の写真を付して、「mantos come
on」の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が固形状のもの。

　次の写真を付して、「MIRAGE」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「SUPER
STRONG」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真を付して、「HYBRID g」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「HOT
SHOT」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「HYPER
DIVE」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「Strawberry
heart（愛し合う鼓動）」の名称で販売
される製品であって、その内容物が
植物片のもの。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真に示すとおり、「DOIT
RE:」と表示のある製品であって、そ
の内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「KING
FANG」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「FEELING
Boost Label」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「HYPNOTIC BLUE」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真に示すとおり、
「SUPRA TYPE X」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Adrena Crysta」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真を付して、「RAW
SHOCK」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「BENZO FURY」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真に示すとおり、「K-
MIND」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「NEO
CRISTALIUS EFFECT」と表示
のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「NEO
CRISTALIUS FINE」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「CHARGE
チャージ」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真に示すとおり、
「GREEN GENIE」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、「PINK
PANTHERS EFFECT」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「PINK
PANTHERS FINE」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、「狂ア
ナルフィスト」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。
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（６５） （６６） （６７） （６８）

　次の写真を付して、「crazy
night 2009」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「SWEET SIXTEEN」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「5MEO-
DMT(WAKE-UP)」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「狂ギ
メ」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　次の写真に示すとおり、
「Enigmania」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「PASSIOMO AGEHA」と表示の
ある製品であって、その内容物
が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Fairy
Spark」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「BAT
sexy in night」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（７３）

　次の写真を付して、「SEXIST
HARD PUNCHER」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。


